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説

八七六五

債
権
の
一
部
譲
渡
(
二
)

手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
の
必
要
性
と
可
能
性

結

論
展

開
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中

日間

問
題
の
指
摘

(1) 

手
形
法
は
「
一
部
ノ
裏
書
」
(
以
下
、
「
一
部
裏
書
」
と
い
う
)
を
無
効
と
す
る
(
手
形
法
第
一
一
一
条
第
二
項
・
第
七
七
条
第
一
項
第
一
号
。

(
2
)
 

小
切
手
に
つ
い
て
も
同
じ
、
小
切
手
法
第
一
五
条
第
二
項
)
。
「
一
部
裏
書
」
は
、
裏
書
人
が
、
手
形
金
額
の
一
部
を
他
人
に
裏
書
し
、
又
は
、

(
3
)
 

そ
の
全
額
を
数
人
に
分
割
し
て
裏
書
す
る
場
合
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

一
般
に
、
可
分
の
債
権
(
と
り
わ
け
、
金
銭
債
権
)
を
分
割
し
て
、
そ
の
一
部
を
「
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
」
(
民
法
第
四
六
七
条
第
一

(4) 

項
参
照
)
に
よ
っ
て
譲
り
渡
す
こ
と
(
以
下
、
「
一
部
譲
渡
」
と
い
う
)
は
、
可
能
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
判
例
・
通
説
は
、
手
形

(
5
)
 

債
権
は
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
金
銭
債
権
で
あ
る
手
形
債

権
に
つ
い
て
一
部
譲
渡
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
判
例
が
こ
れ
を
否
定
す
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ

の
判
例
に
は
肯
定
し
た
例
が
あ
る
(
以
下
の
ニ
参
照
)
。
債
権
の
一
部
譲
渡

2
2
5
2
8
-
U
E宮
E
E
m
)
に
対
し
て
比
較
的
寛
容
で
あ
る

一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
明
文
の
規
定
に
拘
ら
ず
、
手
形
債
権
の
一
部
譲

渡
が
有
効
で
あ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
は
、
理
由
が
な
い
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
は
、

ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
(
以
下
の
五
参
照
)
を
前
提
と
す
る
と
、

一
部
裏



(6) 

書
に
関
す
る
手
形
法
の
規
定
は
、
法
政
策
的
に
適
切
で
は
な
い
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
主
張
に
従
え
ば
、
前
述
の
規
定
の
準
用
な

い
し
類
推
適
用
に
は
懐
疑
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
限
り
、
こ
れ
を
有
効

(
7
)
 

と
解
し
う
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
稿
は
、
我
が
国
の
判
例
に
和
し
て
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
は
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
部
裏
書
を
無
効
と

す
る
手
形
法
の
規
定
は
、
「
法
律
行
為
に
よ
る
移
転
」
の
場
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
裏
書
(
手
形
法
第
一
四
条
第
一
項
)

と
同
じ
く
、
法
律
行
為
に
よ
る
「
債
権
の
移
転
」
を
も
た
ら
す
手
形
債
権
の
「
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
る
譲
渡
」
に
も
、
そ
の
準
用
な

(
8
)
 

い
し
類
推
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
形

手形債権の一部議渡(1)

式
的
な
根
拠
」
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
手
形
法
の
規
定
そ
れ
自
体
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の

指
摘
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
「
実
質
的
な
根
拠
」
に
遡
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
一

部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
「
実
質
的
な
根
拠
」
は
、
手
形
債
務
者
を
債
権
者
に
よ
る
「
手
形
債
権
の
分
割
・
譲
渡
」
か
ら
生
ず
る
不
利
益

(
9
)
 

か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
あ
る
。
学
説
で
は
、
一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
規
定
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
種
々
の
説
明
が
な
さ
れ
た
き
た
が
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
副
次
的
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
「
手
形
債
務
者
保
護
」
が
そ
の
実
質
的
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
、

(
問
)

一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
を
有
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
の
手
形
法
の
検
討
か
ら
も
、
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
い
限
り
、

一
部
裏
書
一
の
効
力
に
関
す
る
手
形
法
の
規
定
に
懐
疑
的
な
立
場
を
前
提
と
し
て
、
手

形
債
権
移
転
の
要
件
、
が
充
た
さ
れ
て
い
る
以
上
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
自
体
を
否
定
す
る
理
由
が
な
い
と
い
う
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
で

一
部
裏
書
の
禁
止
に
よ
っ
て
手
形
債
務
者
を
保
護
す
る
理
論
的
な
根
拠
は
、
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き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
指
名
債
権
譲
渡
の
場
合
と
異
な
り
、

い
わ
ゆ
る
「
手
形
の
厳
正
(
を
R
Z
m
Z
5諸
問
)
」
の
緩
和
な
い
し
適
正
化
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
手
形
法
は
、
指
名
債
権

と
異
な
り
、
手
形
債
権
が
債
務
者
に
と
っ
て
厳
格
な
債
務
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
を
緩
和
な
い
し
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、



説

部
裏
書
を
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
形
債
務
者
を
保
護
し
た
も
の
と
理
解
し
た
い
と
考
え
る
。

一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
手
形
法
の
規
定
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、

北法55(2・4)438

論

一
部
裏
書
禁
止
の
規
定
が
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
準

用
な
い
し
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
部
譲
渡
の
効
果
は
、
手
形
債
権
を
分
割
・
移
転
す
る
こ
と

に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
一
の
効
果
の
生
ず
る
一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
明
文
の
規
定
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
を
有

(
日
)

効
と
解
す
る
理
由
は
難
解
で
あ
る
。
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
を
否
定
す
る
我
が
国
の
判
例
が
、
正
当
で
あ
る
と
確
信
す
る
。
た
だ
し
、
前
述

の
規
定
は
、
手
形
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
、
債
権
者
が
手
形
債
権
を
分
割
・
譲
渡
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で

(刊と

あ
る
か
ら
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
ま
で
及
ば
な
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
解
釈
を
導
く
た
め
に
、
以
下
に
お
い
て
、
ま
ず
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
関
す
る
日
独
の
判
例
学
説
を
紹
介
し
(
以
下
の
ニ
)
、

一
部
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
時
期
に
お
い
て
、
こ
れ
を
無
効
と
解
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に

つ
い
で
、

遡
っ
て
、
そ
の
理
論
的
な
根
拠
い
か
ん
を
探
り
(
以
下
の
三
)
、
さ
ら
に
、
債
権
の
一
部
譲
渡
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
、
ア
メ
リ
カ
法
(
以

下
の
四
)
及
、
ぴ
ド
イ
ツ
法
(
以
下
の
五
)
を
概
観
し
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
債
権
の
一
部
譲
渡
の
是
非
い
か
ん
は
、
理
論
上
は
、
「
債

権
者
保
護
」
か
「
債
務
者
保
護
」
か
の
対
立
に
帰
着
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。
手
形
の
場
合
に
お
け
る
一
部
裏
書
及
び
一
部

譲
渡
の
効
力
い
か
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
問
題
の
一
環
で
あ
り
、
実
は
、
手
形
法
に
お
け
る
「
債
務
者
保
護
」
い
か
ん
の
問
題
に
連

合
る
こ
と
を
明
か
と
し
た
い
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
一
部
裏
書
及
び
一
部
譲
渡
の
必
要
性
、
そ
の
方
法
い
か
ん
に

配
慮
し
つ
つ
(
以
下
の
六
)
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
は
こ
れ
を
否
定
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
た
い
(
以
下
の
七
)
。
な
お
、
以
上

(
日
)

の
検
討
の
結
果
に
基
づ
き
、
本
稿
の
結
論
の
展
開
と
し
て
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
手
形
法
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
の
解
釈
論
的
な
示
唆
を
得
た
い
と
考
え
る
(
以
下
の
八
)
。

手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
の
是
非
は
、
実
務
上
必
ず
し
も
重
要
な
問
題
で
は
な
い
が
、
理
論
的
に
は
興
味
深
い
論
点
と
関
連
す
る
。
本
稿
は
、



も
と
よ
り
未
熟
な
試
論
に
す
ぎ
な
い
。
債
権
の
一
部
譲
渡
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
、

ア
メ
リ
カ
法
及
び
ド
イ
ツ
法
の
検
討
に
は
、

不
十
分
な

点
が
多
々
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
本
稿
は
、

ド
イ
ツ
手
形
法
に
つ
い
て
、

比
較
的
、

広
く
文
献
を
参
照
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に

も
拘
ら
ず
公
表
を
思
い
立
っ
た
の
は
、

一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
規
定
の
理
解
を
深
め
る
機
会
を
得
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

手形債権の一部譲渡(1)

注
(
l
)
以
下
で
は
、
為
替
手
形
の
条
文
を
約
束
手
形
に
準
用
す
る
条
文
の
引
用
を
省
略
す
る
。

(
2
)
以
下
で
手
形
と
い
う
場
合
は
、
小
切
手
を
含
む
趣
旨
で
あ
る
。

(
3
)
竹
田
省
・
手
形
法
・
小
切
手
法
一

O
五
頁
、
佐
藤
庸
「
手
形
・
小
切
手
の
譲
渡
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
第
三
巻
一

O
頁
以
下
参
照
。

(
4
)
鳩
山
秀
夫
・
増
訂
改
版
日
本
債
権
法
(
総
論
)
三
四
七
頁
、
近
藤
英
吉
川
u

柚
木
馨
・
註
釈
日
本
民
法
(
債
権
篇
総
則
)
中
巻
三
五
一
頁
、
植

林
弘
・
注
釈
民
法
(
日
)
債
権

(2)
一
二
六
七
頁
参
照
。

(
5
)
大
判
昭
和
七
年
一
二
月
一
一
一
日
民
集
一
一
巻
二
二
号
二
三
六
七
頁
、
竹
田
・
前
掲
書
九
八
頁
参
照
。
判
例
・
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
近

藤
弘
二
「
有
価
証
券
の
流
通
」
現
代
企
業
法
議
廃
第
五
巻
八
六
頁
以
下
参
照
。

(
6
)
Z
Z
2庁
内

S
E
F
M
N
m
n
Z
品
目
『
君
。
コ
自
足
立
0
8・
ご
・
〉
Zコ
よ
∞
∞
]
参
照
。

(
7
)
Z
5
n
r
h
g
白ユ
p
p
b・。・岨切・∞
-
-
E
S
F
名目
n
z
m
r
w
g
m
R
-
p
z
n
r
m
m
E
N
'
と一個目
5
2
5
。
g
n
z
p
m
σ
a
g
m
g
m
g
3
2
・竺

M
E
P
N
参
照
。

(
8
)
E
E
m
o
p
g
o
者
向
円
古
田

mzqFHE--nEWE--唱
E
M
-
-
∞
は
、
一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
規
定
の
適
用
範
囲
が
、
「
法
律
行
為
に
よ
る
移
転
」
に
と

ど
ま
り
、
「
法
律
に
よ
る
移
転
」
に
は
及
ば
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
実
質
的
回
収
拠
に
遡
っ
て
、
こ
の

主
張
を
基
礎
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

(
9
)
例
え
ば
、
一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
手
形
法
に
は
手
形
金
額
単
一
の
原
則
(
手
形
法
第
一
条
第
二
号
、
同
法
七
五
条
第
二
号
)

が
妥
当
す
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
、
奥
島
孝
康
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
五
号
一

O
五
頁
。
同
様
の
指
摘
は
、
奥
島
孝
康
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー

三
七
五
号
八
一
頁
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
手
形
金
額
が
単
一
で
あ
る
べ
き
こ
と
自
体
が
、
一
部
裏
金
百
を
無
効
と
解
す
る
こ
と
と
同
義

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
形
債
権
の
分
割
・
譲
渡
の
否
定
は
、
手
形
金
額
が
単
一
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
手
形
法
が
一
部
裏
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室
田
を
無
効
と
定
め
る
実
質
的
な
根
拠
は
何
か
、
こ
れ
が
本
稿
の
問
題
関
心
で
あ
る
。

(
叩
)
こ
の
立
法
が
、
一
部
裏
書
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
解
釈
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
例
え
ば
、

csansロ
2
m
g
g
p
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
裏
書
は
全
額
に
基
づ
く
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
手
形

法
第
三
二
条
第
二
号
を
引
用
す
る
、

c
s
-
C
2
2
F
E
z
-
F叶
呂
広

ι白
骨

2
2
2
5刊亘阻-・品開
m
a
-
g
=・
公
害
吋
)
・

8
B
m
同
〈
・
苫

-cu--5
参
照
。

一
部
裏
金
百
の
効
力
を
否
定
し
た
、
後
掲
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る

m
o
zま・ム
-
M

一列。
N

ニ
岨
芋
∞
(
以
下
の
三
(
二
参
照
)
は
、
そ
の

判
決
理
由
に
お
い
て
、
一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
立
法
例
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
引
用
し
て
い
た
。

(
日
)
木
内
宜
彦
教
授
が
こ
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
、
木
内
・
法
学
教
室
七
五
号
一
一
八
頁
。
し
か
し
、
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
ロ
)
例
え
ば
、
①
一
部
弁
済
(
手
形
法
第
三
九
条
第
二
項
)
の
後
に
、
そ
の
残
額
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
裏
書
は
全
部
裏
書
で
あ
っ
て
、
一
部
裏
書

で
は
な
い
、

C
Zロ
E
?
を
n
n
z
E
S
Z
-
E
ロ

(
-
S
3・∞・
5
u
-
E
B
-
-
、
大
森
忠
夫
・
新
版
手
形
法
・
小
切
手
法
講
義
一

O
七
頁
参
照
。
②
被
裏

書
人
の
重
畳
的
記
載
の
場
合
は
、
被
裏
書
人
全
員
が
共
同
し
て
権
利
者
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
裏
書
人
全
員
に
対
す
る
裏
書
は
一
部
裏
書

の
禁
止
に
は
抵
触
し
な
い
、

F
E
E
-
tそ
R
E
o
-
e
E
E
∞
nzm口町
R
E
-
-
唱
法
的
凶
ご
参
照
。
③
裏
警
は
全
部
裏
書
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て

譲
渡
裏
書
で
あ
り
、
そ
の
残
部
に
つ
い
て
は
取
立
委
任
の
た
め
に
譲
渡
裏
書
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、
一
部
裏
書
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
場
合
、

債
務
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
債
権
者
は
全
額
に
つ
い
て
取
立
を
な
す
か
ら
で
あ
る
、

E
S
E
-白
-pp・
m-
凶
ご
参
照
。

(
日
)
学
説
で
は
、
い
わ
ゆ
る
手
形
権
利
移
転
行
為
有
国
論
を
前
提
と
す
る
と
、
例
え
ば
、

Y
が
A
を
受
取
人
す
る
約
束
手
形
を
振
り
出
し
、

A
が

こ
の
手
形
を

X
に
裏
書
譲
渡
し
た
後
に
、

A
X
聞
の
原
因
関
係
の
一
部
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
手
形
上
の
権
利
が
一
部
A
に
復
帰
し
、
権
利
が

A
と

X
に
分
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
結
論
は
手
形
法
第
一
二
条
第
二
項
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
指
摘
が

あ
る
。
木
内
宜
彦
・
特
別
講
義
手
形
法
小
切
手
法
一
四
九
頁
参
照
。

判
例
に
は
、
裏
書
人
が
一
五

O
O
万
円
の
手
形
を
-
五
O
万
円
の
手
形
と
誤
信
し
て
裏
書
し
た
場
合
、
裏
書
人
の
錯
誤
は
一
五
O
万
円
を
超

え
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
存
し
、
そ
の
余
の
部
分
に
つ
い
て
は
錯
誤
は
な
か
っ
た
も
の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
た
判
決
が
あ
る
(
最
高
判

昭
和
五
四
年
九
月
六
日
民
集
三
三
巻
五
号
六
三
O
頁
)
o

理
論
的
に
は
難
解
な
判
決
で
あ
る
が
(
林
埼
・
手
形
小
切
手
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕
一

六
頁
以
下
参
照
)
、
学
説
に
は
「
一
部
無
効
」
の
理
論
の
適
用
を
示
唆
し
て
、
こ
の
判
決
の
結
論
を
支
持
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
説
が
あ

る
。
清
水
厳
・
昭
和
五
四
年
度
重
要
判
例
解
説
一
三
五
頁
以
下
参
照
。

こ
れ
ら
の
学
説
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
手
形
法
第
一
二
条
第
二
項
に
関
す
る
検
討
の
結
果
を
参
考
と
し
て
、

説ぷA
d岡
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何
ら
か
の
解
釈
論
上
の
結
論
を



得
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

手
形
債
権
の
一
部
譲
渡

1
1
1
我
が
国
及
び
ド
イ
ツ
の
判
例
の
紹
介

1

1

(
ニ
手
形
債
権
の
一
部
を
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
っ
て
譲
渡
し
う
る
か
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
我
が
国
の
裁
判
例
と
し
て
は
、

以
下
の
二
つ
の
判
決
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
判
決
も
、
結
論
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

【

1
】
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
九
月
八
日
判
例
時
報
二
七
四
号
二
八
頁
。

手形債権の一部譲渡(1 ) 

事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
訴
で
は
、
手
形
金
一
七
O
万
円
の
う
ち
一
一

O
万
円
だ
け
が
満
期
後
に
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法

(
l
)
 

に
よ
っ
て
譲
り
渡
さ
れ
た
件
に
つ
き
、
そ
の
譲
渡
の
効
力
が
争
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
判
旨
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

[
判
旨
]
「
満
期
後
の
手
形
債
権
に
つ
い
て
、
た
と
え
、
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
る
債
権
譲
渡
を
認
む
べ
き
も
の
と
し
て
も
、

手
形
債
権
の
一
部
を
か
か
る
方
法
に
よ
っ
て
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
を
妥
当
と
す
る
。
け
だ
し
、
こ
の
場
合
に

は
、
手
形
を
分
割
し
て
譲
受
人
に
交
付
す
る
方
法
が
な
く
、

一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
法
の
趣
旨
に
も
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

「
も
っ
と
も
、
右
の
方
法
に
よ
る
手
形
債
権
の
一
部
の
譲
渡
に
際
し
、
手
形
を
譲
受
人
に
交
付
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
有
効
と
認

む
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
論
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
仮
り
に
、
こ
れ
を
是
認
す
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
か
か
る
一
部
譲

渡
の
場
合
に
譲
受
人
が
手
形
の
交
付
を
受
け
た
と
い
う
よ
う
な
異
常
の
事
実
は
譲
受
人
に
お
い
て
こ
れ
を
主
張
立
証
す
べ
き
も
の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
に
お
け
る
原
告
の
請
求
は
、
手
形
債
権
の
一
部
を
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
を
受
け
た

こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
原
告
に
お
い
て
、
そ
の
手
形
の
交
付
を
受
け
て
こ
れ
を
所
持
し
て
い
る
も
の
で
は
な

北法55(2・7)441



説

い
こ
と
は
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
、
そ
の
争
わ
な
い
と
こ
ろ
と
認
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
原
告
の
本
訴
請
求
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

(
2
)
 

そ
の
余
の
判
断
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
失
当
と
し
て
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。
」

【

2
】
最
高
判
昭
和
六
O
年
七
月
二
日
判
例
時
報
一
一
七
八
号
一
四
四
頁

〔
事
実
の
概
要
〕

X
は、

Y
と
の
間
で
、

X
の
手
形
を

Y
が
割
り
引
く
代
り
に
、

X
は
Y
の
求
め
に
よ
り
随
時
保
証
金
を

Y
に
預
託

す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
。
本
訴
に
お
い
て
、

X
は、

Y
に
対
し
て
、
昭
和
田
九
年
一
二
月
二

O
日
か
ら
昭
和
五
O
年
一
一
月
二

ε;為
自岡

O
日
ま
で
の
問
、
右
の
契
約
に
基
づ
く
取
引
を
し
た
結
果
、
預
託
金
残
額
金
五
九
O
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
前
記
契
約
終
了
日
た

る
昭
和
五
一
年
一
一
月
二

O
日
か
ら
完
済
ま
で
の
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
う
る
債
権

(
預
託
金
返
還
債
権
)
を
有
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
そ
の
支
払
い
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

Y
は
、
預
託
金
返
還
債
権
の
存
在
を
争
い
、
さ
ら
に
、
仮
に

X
主
張
の
債
権
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、

Y
は
A

X
振
出
の
本
件
約
束
手
形
(
金
額
五
0
0
0
万
円
、
受
取
人

A
)
に
基
づ
く
手
形
金
債
権
の
一

よ
り
昭
和
五
四
年
六
月
一
一
一
一
日
に
、

部
金
六
七
O
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
昭
和
五
三
年
九
月
一
日
か
ら
完
済
ま
で
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
損
害
金
の
譲
渡
を
受
け
、
昭

和
五
四
年
六
月
二
五
日
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
の
で
、

Y
は、

X
に
対
し
て
昭
和
五
四
年
六
月
二
九
日
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
譲
り

受
け
た
手
形
金
債
権
と

X
主
張
の
預
託
金
返
還
債
権
と
を
対
当
額
に
お
い
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
と
主
張
し
た
。

第
一
審
(
福
島
地
判
昭
和
五
六
年
三
月
二
七
日
)
は
、
預
託
金
返
還
債
権
の
残
額
を
五
O
O
万
円
と
認
定
し
た
が
、

Y
の
相
殺
の

(
3
)
 

主
張
を
認
め
、
結
論
に
お
い
て

X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

X
が
控
訴
し
た
。

Y
は
、
控
訴
審
(
仙
台
高
判
昭
和
五
九
年
一
一
月
三
O

(
4
)
 

日
)
に
お
い
て
以
下
の
主
張
を
付
加
し
た
。
「
Y
は、

A
か
ら
、
本
件
手
形
金
の
元
金
の
一
部
六
七
O
万
円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
・

遅
延
損
害
金
の
譲
渡
を
、
つ
け
た
が
、
一
部
裏
書
は
手
形
法
一
二
条
二
項
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
行
な
わ
ず
、

A
は
同

人
の
為
に
本
件
約
束
手
形
を
占
有
す
る
弁
護
士
B
に
対
し
爾
後
Y
の
為
に
も
右
手
形
を
占
有
す
べ
き
旨
を
命
じ
、

Y
は
こ
れ
を
承
諾
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手形債権の一部譲渡(1)

し
た
の
で
、

A
Y
両
名
は
現
在
問
弁
護
士
を
共
通
の
占
有
代
理
人
と
し
て
、
本
件
約
束
手
形
を
共
同
し
て
代
理
占
有
し
て
い
る
」
。

控
訴
審
は
、
預
託
金
返
還
債
権
の
残
額
は
五
九
O
万
円
で
あ
る
と
認
定
し
、

Y
の
相
殺
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
理

由
が
な
い
も
の
と
判
断
し
、

X
の
控
訴
を
認
容
し
た
、
「
手
形
債
権
の
一
部
の
み
の
譲
渡
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
っ
た
と

し
て
も
手
形
法
一
二
条
二
項
の
趣
旨
に
照
し
て
許
さ
れ
ず
、
法
律
上
そ
の
効
果
を
生
じ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

Y
は
、
本

件
の
場
合
、
当
事
者
の
主
張
欄
に
付
加
し
て
記
載
し
た
と
お
り
の
〔
共
同
し
て
代
理
占
有
し
て
い
る
〕
(
引
用
者
注
)
事
実
が
あ
る

旨
主
張
す
る
が
、
仮
に
右
の
よ
う
な
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
よ
り
同
一
の
手
形
の
手
形
債
権
の
一
部

ず
つ
の
帰
属
が
区
々
と
な
り
前
記
法
条
の
避
け
ん
と
す
る
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
手

形
債
権
の
一
部
の
譲
渡
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
」

Y
は
上
告
し
、
そ
の
上
告
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
手
形
法
第
一
一
一
条
二
項
が
一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
理
由
は
、

一
部
裏
書
を
認
め
て
残
部
に
つ
い
て
の
権
利
を
裏
書
人
が
保
有
す
る
こ
と
と
し
て
も
、
も
は
や
手
形
の
所
持
が
な
い
為
に
権
利
の
行

使
も
譲
渡
も
で
き
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
全
部
裏
書
と
み
な
す
の
は
裏
書
人
の
意
思
に
反
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
本
件
に
あ
っ
て
は
、
手
形
金
の
一
部
を
指
名
債
権
譲
渡
方
法
に
よ
っ
て
譲
渡
し
た

A
も
、
こ
れ
を
譲
受
け
た

Y
も
と
も

に
訴
訟
代
理
人
で
あ
る

B
を
共
通
の
占
有
代
理
人
と
し
て
本
件
約
束
手
形
を
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

A
と
Y
と
は

B
を
介
し
て

双
方
共
同
し
て
行
う
限
り
、
自
由
に
権
利
の
行
使
・
譲
渡
が
可
能
で
あ
り
、
手
形
法
が
一
部
裏
書
を
禁
ず
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
弊

・
・
・
従
っ
て
、
原
判
決
が
本
件
の
場
合
に
ま
で
、
手
形
法
一
二
条
二
項
の
適
用
な
い
し
準
用
が
あ

害
は
全
然
発
生
し
て
い
な
い
。

北法55(2・9)443

る
と
判
断
し
た
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
上
告
棄
却
。

[
判
旨
]

「
手
形
債
権
の
一
部
が
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
権
利
の
分
属
的



説

帰
属
の
生
ず
る
こ
と
は
手
形
法
一
二
条
二
項
所
定
の
一
部
裏
書
の
場
合
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
譲
渡
に
つ
い
て
同
項
を

論

類
推
適
用
し
、
こ
れ
を
無
効
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
の
理
は
、
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
が
同
一
の
占
有
代
理
人
に
よ
っ
て
当

(
5
)
 

該
手
形
を
占
有
し
て
い
て
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
」

(
二
)
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
と
し
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
各
判
決
の
結
論
が
異
な
っ

て
い
る
。
以
下
の
《
1
》
判
決
は
肯
定
例
で
あ
る
が
、
《
2
》
判
決
は
否
定
例
で
あ
る
。

(
6
)
 

"の-。
M--A骨
-
M
T
-
L
N
-

。ω目。
ω同】・士山
A
W

《

1
》〔

事
実
の
概
要
〕

P
は、

B
及
び
そ
の
妻
に
対
し
て
有
す
る
区
c
o
c
o
z
の
債
権
(
手
形
債
権
)

の
中
の
凶
coco冨
を
贈
与
の
た
め

G
に
譲
渡
し
、
取
立
委
任
を
受
け
た
河
〉
・
戸
に
、
取
り
立
て
た
金
銭
か
ら

u
g
g冨
を

G
に
支
払
う
こ
と
を
指
示
す
る
文
書
を
作
成

(
Gと
推
測
さ
れ
る
)
に
交
付
し
た

o
m〉
・
戸
は
、
そ
の
数
日
前
に
、

P
か
ら
取
立
の
た
め
手
形
の
交
付
を
受
け
て
い
た
。

し

X 

P
は
一
九
一
五
年
に
死
亡
し
た
。

X
は、

P
の
遺
言
執
行
者
で
あ
る
Y
に
対
し
て
、

UOSSA
の
一
部
で
あ
る

uogz
の
支
払
を

求
め
た
。

争
点
は
、
右
の
文
書
で
な
さ
れ
た
贈
与
の
た
め
の
債
権
譲
渡
の
有
効
性
に
あ
る
。

Y
は
、
こ
の
贈
与
は
手
形
債
権
の
譲
渡
に
よ
っ

(
7
)
 

て
の
み
で
は
行
わ
れ
ず

8
2∞
ロ
史
出
)
、
そ
の
た
め
に
は
手
形
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
主
張
し

た。
し
か
し
、
列
。
は
、

Y
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕

一
部
裏
書
の
有
効
性
を
否
定
す
る
理
由
は
、
手
形
債
権
の

譲
渡
に
妥
当
し
な
い
。
し
か
し
、
譲
渡
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
手
形
証
券
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
手
形
債
権
の

「
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

~ti去55(2・10)444



手形債権の一部譲渡(1)

一
部
の
み
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

い
た
。
穴
。
は
、

X
は
証
券
に
つ
い
て
共
同
占
有
(
冨

5
2互
に
対
す
る
請
求
権
の
み
を
有
し
て

X
が
こ
れ
を
取
得
し
た
と
判
断
す
る
。
こ
れ
に
賛
成
す
べ
き
で
あ
る
。
債
権
譲
渡
の
際
に
、

P
は
手
形
を
間
接
自

(
8
)
 

(
伽
∞
念
出
。
回
)
0
P
は

主
占
有
し
て
い
た
。
彼
は
、
取
立
委
任
の
た
め
に
、
手
形
を
河
〉

-r
に
交
付
し
て
い
た
の
だ
か
ら
で
あ
る

岡山〉・戸に、

X
に
譲
渡
さ
れ
た
手
形
の
一
部
を
X
の
た
め
に
取
立
を
な
す
こ
と
を
委
任
し
、

X
は
こ
れ
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

X
と
P
と
の
間
に
も
権
利
関
係
が
成
立
し
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
、

X
に
対
し
て
手
形
に
対
す
る

X
の
持
分
(
〉
Em--)

p
は、
P
に
対
し
て
手
形
の
間
接
共
同
占
有
(
喜
四

σ
2
5
を
取
(
9
)
 

得
し
た
。
間
接
占
有
者
も
宮

g切
。
切
に
よ
っ
て
間
接
占
有
を
他
人
に
移
転
す
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
唱
4
0
切
。
∞

(
問
)

(
明
当
日
。
∞
0

・
・
・
)
o

本
件
は
間
接
共
同
占
有
の
付
与
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を

つ
い
て
、

一
時
的
に
占
有
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、

X
は、

の
方
法
を
と
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い

変
更
し
な
い

(
・
・
・
)
。
こ
の
範
囲
に
お
い
て
、

P
の
間
接
自
主
占
有
は
間
接
他
主
占
有
に
変
わ
っ
た
。
以
上
の
と
お
り
、
本
件

の
債
権
譲
渡
は
有
効
で
あ
る
。
」(
日
)

《

2
》

m
O
3
ω
A戸
山
コ

υ
M
N
O
N
-か
ο
いい∞

〔
事
実
の
概
要
〕
本
件
手
形
は
、

X
が
、
自
己
指
図
で
、

受
を
な
し
た
、
額
面
が

3
c
c
c
m豆
、
支
払
期
日
が
一
九
二
七
年
一
月
二
日
で
あ
る
為
替
手
形
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
件
手
形
の
表

一
九
一
一
六
年
一

O
月
一
一
一
一
日
に
、

Y
を
支
払
人
と
し
て
振
り
出
し
、

Y
が
引

面
の
手
形
文
句
の
上
部
に
、
「

Mucgmp-
の
み
有
効
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
手
形
の
上
部
右
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「

m
z・3
0
0
2

の
記
載
が
抹
消
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
手
形
文
句
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
m
g
n
Z∞
5
R
W
E
E
P
-
m
g
g
g
a」
の
記
載
は
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
た
。
本
判
決
は
、
右
の
記
載
を
一
部
弁
済
(
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
第
三
九
条
)
が
な
さ
れ
た
旨
の
記
載
と
解
し
て
い
る
。

X
は
、
本
件
手
形
の
振
出
人
と
し
て
、
引
受
人

Y
に
対
し
て
、
男
件
。
・
〉
。
に
ニ
。
s
h
c
m
Z
を
支
払
う
こ
と
、

北法55(2・11)445

本
訴
に
お
い
て
、

出
向
・
に

NcccmZ
を
支
払
う
こ
と
、
E
2
・
に

zoom-r由
を
支
払
う
こ
と
、
担
。
。
河
冨
を
ヨ
・
所
在
の
銀
行
の

X
の
口
座
の
貸
方
に
記



説

入
し
、
残
額
を
回
目
ユ
5
所
在
の
銀
行
の

X
の
口
座
の
貸
方
に
記
入
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

〔判

旨
〕
「
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
は
、

北法55(2・12)446

三Zι
日間

一
部
裏
書
と
同
様
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
譲
渡
さ
れ
た
権
利

の
付
与
に
は
手
形
の
交
付

(
C宮
崎
加
号
。
)
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
原
則
、
及
び
、
手
形
に
対
す
る
権
利
は
手
形
に
基
づ
く
権
利
の
取

得
に
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
基
づ
き
、
全
手
形
債
権
に
つ
い
て
単
一
の
債
権
者
た
る
地
位
の
み
が
存
在
し
う
る
と
い
う
結
論

が
導
か
れ
る
o
」

(
三
)
以
上
の
と
お
り
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
い
か
ん
の
問
題
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
判
例
は
否
定
す
る
が
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
は
肯

定
し
た
例
が
あ
る
。

し
か
し
、
我
が
国
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
を
導
く
実
質
的
な
理
由
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
可
能
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
【
2
】
判
決
の
控
訴
審
判
決
は
、
「
手
形
債
権
の
一
部
の
み
の
譲
渡
は
、
指
名
債
権
譲
渡
の
方
法
に
よ
っ
た
と
し
て
も
手
形
法
一

二
条
二
項
の
趣
旨
に
照
し
て
許
さ
れ
ず
・
・
・
」
と
い
う
が
、
「
手
形
法
一
二
条
二
項
の
趣
旨
」
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い
。
同
判
決
は
、
「
手

形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
よ
り
同
一
の
手
形
の
手
形
債
権
の
一
部
ず
つ
の
帰
属
が
区
々
と
な
り
前
記
法
条
の
避
け
ん
と
す
る
支
障
が
生
じ
る
こ

主
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
い
う
が
、
「
前
記
法
条
の
避
け
ん
と
す
る
支
障
」
が
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
【
2
】
判
決
は
、
手
形
債
権

の
一
部
譲
渡
は
、
「
権
利
の
分
属
的
帰
属
」
が
生
ず
る
点
に
お
い
て
、
一
部
裏
書
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
正
当
で
は

な
い
か
と
考
え
る
が
、
「
権
利
の
分
属
的
帰
属
」
の
生
ず
る
こ
と
が
、
何
故
一
部
裏
書
、
さ
ら
に
は
一
部
譲
渡
を
無
効
と
す
る
か
を
説
明
す

る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
要
約
す
る
と
、
我
が
聞
の
判
例
に
つ
い
て
は
、

一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
手
形
法
第
一
二
条
第
二
項
の
立
法

趣
旨
い
か
ん
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
解
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、

{
1
】
判
決
は
、
「
こ
の
場
合
に
は
、
手
形
を
分
割
し
て
譲
受
人
に
交
付
す
る
方
法
が
な
く
、

一
部
裏
書
を
無
効
と
す



る
法
の
趣
旨
に
も
反
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
指
摘
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
の
示
す
理
論
構
成
に
類
似
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
に
は
手
形
は
一
通
し
か
存
在
し
な
い
。
有
価
証
券
と
し
て
の
手
形
の
場
合
、
被
裏
書
人
に
権
利
を
移
転
す
る

(

ロ

)

(

玲

)

た
め
に
は
「
手
形
の
交
付
」
が
必
要
で
あ
り
、
手
形
の
所
持
が
な
い
限
り
権
利
行
使
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
。
後
述
の

と
お
り
(
以
下
の
四
参
照
)
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
こ
の
事
実
と
原
則
と
の
関
係
い
か
ん
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
こ
の
場
合
に
「
債
権
者
の

権
利
行
使
に
お
け
る
法
律
上
の
制
約
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
結
論
を
導
い
て
い
た
。
手
形
債
権

(M) 

の
譲
渡
に
お
い
て
も
、
手
形
の
交
付
が
必
要
(
交
付
が
権
利
移
転
の
要
件
)
で
あ
り
、
一
部
譲
渡
に
よ
っ
て
手
形
債
権
を
取
得
し
た
各
譲
受

人
に
手
形
を
分
割
し
て
「
交
付
」
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
強
調
す
れ
ば
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
い
か
ん
に
つ
い
て

は
、
そ
の
結
論
は
否
定
に
傾
く
で
あ
ろ
う
。
【

1
】
判
決
及
び
《
2
》
判
決
は
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
手
形
の
交
付
は
手
形
債
権
の
譲
渡
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
手
形
の
「
交
付
」
は
、
手
形
の
現
実
の

(
日
)

引
渡
の
他
、
譲
受
人
に
よ
る
手
形
の
「
占
有
」
の
取
得
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
う
る
と
解
す
る
と
、
一
部
譲
渡
に
よ
っ
て
権
利
を
譲
り
受
け
た

者
が
手
形
の
「
占
有
」
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
を
否
定
す
る
理
由
が
な
い
と
解
す
る
説
も
、
理
論
上
は
不
可

能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
【
1
】
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
説
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
り
、
《
1
》
判
決
は
、
こ
の
説
を
採
用
し
た
も

手形債権の一部譲渡(1)

の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
と
お
り
と
す
る
と
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
の
是
非
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、

項
の
立
法
趣
旨
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
立
法
趣
旨
が
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る

一
部
裏
書
を
無
効
と
す
る
手
形
法
第
一
一
一
条
第

~t法55(2 ・ 13)447

か
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
理
論
的
な
説
明
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
を
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。



説

注

(
1
)
た
だ
し
、
判
例
時
報
の
コ
ラ
ム
に
よ
る
。

(
2
)
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
論
に
賛
成
す
る
手
塚
尚
男
・
企
業
法
研
究
一
四
六
輯
四
O
頁
の
評
釈
が
あ
る
。

(3)

一
審
判
決
は
、
金
融
・
商
事
判
例
七
三
五
号
一
五
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
言
及
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
4
)
控
訴
審
判
決
は
、
金
融
・
商
事
判
例
七
三
五
号
二
二
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
ら
)
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
評
釈
・
解
説
が
あ
る
が
、
結
論
に
反
対
す
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
大
山
俊
彦
・
金
融
・
商
事
判
例
七
回

三
口
万
四
六
頁
以
下
、
奥
島
孝
康
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
五
号
一

O
五
頁
、
同
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
五
号
八
二
貝
、
同
・
最
新
判
例
演
習
室
(
法

学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
)
一
九
八
八
年
二

O
二
頁
、
塚
本
和
彦
・
法
と
政
治
三
七
巻
三
号
四
六
七
頁
、
中
曾
根
玲
子
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
O
巻
一

O

口
万
七
四
頁
以
下
、
堀
内
仁
・
手
形
研
究
三
七
八
号
五
六
頁
。

な
お
、
伊
藤
寿
英
「
一
部
裏
書
の
禁
止
と
手
形
権
利
の
分
属
(
一
)
(
二
)
」
高
崎
経
済
大
学
論
集
三
O
巻
一
・
二
合
併
号
五
回
二
頁
以
下
、

コ
二
巻
三
号
一
五
八
頁
以
下
は
、
い
わ
ゆ
る
「
権
利
分
属
」
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
本
判
決
に
言
及
し
て
い
る
。

(
6
)
比
較
的
多
数
の
ド
イ
ツ
の
学
説
が
、
肯
定
例
と
し
て
引
用
す
る
判
決
で
あ
る
、

E
F
関。

B
E
g
g
N
E目
当
mng巴
宮
田
町
四

N
S出
回
-aaυZ。
ミ

∞
n
F
3
2
3や
切

E
r
N
m
E
g
g
-
-混
同
∞

-MHmom-円'者向
Z
F
也
事

-mE・E-
∞
SGn-'Nn仲間日頃宮円滑円
E
n
F
g
G
2
0
5
R
E
-
-
ψ
〉
g
b
J

色
Z
E
E
-。
参

πロ竹。

(
7
)
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
、
贈
与
の
約
束
は
公
証
上
の
約
束
証
書
に
作
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
方
式
を
欠
く
贈
与
約
束
は
、
後
に
履
行
が

な
さ
れ
た
と
き
に
、
遡
っ
て
有
効
と
な
る
、
官
-
∞
切
。
∞
参
照
。

(
8
)
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
、
用
益
権
設
定
者
・
質
権
設
定
者
・
使
用
賃
貸
人
・
用
益
賃
貸
人
・
寄
託
者
は
間
接
占
有
者
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
、

あ
る
者
が
他
の
者
に
対
し
て
一
時
的
に
占
有
す
る
権
利
又
は
義
務
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
以
上
と
類
似
の
関
係
が
あ
る
場
合
に
も
、
他
の
者
も

間
接
占
有
者
で
あ
る
、
間
∞
m
∞
切
。
回
参
照
。

(
9
)
間
接
占
有
の
移
転
は
、
間
接
占
有
者
が
直
接
占
有
者
に
対
し
て
有
す
る
返
還
請
求
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
官
話
回
。
∞
参

刀凶
U
H

。

(
叩
)
間
接
占
有
者
が
第
三
者
と
官
昆
∞
。
切
に
示
し
た
種
類
の
関
係
に
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
第
三
者
も
間
接
占
有
者
で
あ
る
、
官
ご
切
。
回
参
照
。

fi:，6.. 
R聞
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(日

)
U
S
E
-
白・同

0
・
切
凶
ニ
一
切
さ
BZnF'出向『
0
5白Z
・項目
nF回目}伺冊目白押
N
E
E
P
E
m
n
r
m町田町内
N・
3
よ〉
E戸
蜘
己
・
列
島
P
N
が
、
否
定
例
と
し
て
引
用
す
る
判

決
で
あ
る
。

(
ロ
)
手
形
の
交
付
は
権
利
移
転
の
要
件
で
あ
る
と
解
す
る
説
を
前
提
と
す
る
。
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、

w
g
g
g
n
F
tえ
qBmzf
白・白

OJ
副
主
-

E
P
M一回
s
n
r
h
g邑田咽
2
・。・
4

回
・
巴
参
照
。

(
日
)
手
形
の
所
持
が
権
利
行
使
の
要
件
で
あ
る
と
解
す
る
説
を
前
提
と
す
る
。
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、
∞
2
5
Z
S』甲
山

npBoz-咽
E
O
-
-
一

4OF--EZ
戸時一回
z
o
n
r
h
g
g
p
2・。
-mhF
参
照
。

(
凶
)
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
で
あ
る
、

z
g
n
r
-
n
g
g
p
田
-P。
二
回
・
斗
民
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
異
説
も
有
力
で
あ
る
、
切
さ
ヨ
・

znFE国
伺
円
相
自
問
z
f
E・o・
-
抑
二
・
列
島
ロ
-u
参
照
。
民
法
に
お
け
る
学
説
に
つ
い
て
は
、

2
2島
周
回
開
伺
『
穴
邑
z
F
E
S
B
E
E
N
E
B
E
a
m円
-
5
2
0中

田町門

N
σ
R
E
M
-
〉
ロ
デ
也
事
・

E
E
S
参
照
。

(
日
)
ド
イ
ツ
で
は
、
交
付

(dZGEσ
開
)
は
、
現
実
の
引
渡
の
他
、
引
渡
に
代
わ
る
方
法
(
占
有
改
定
、
簡
易
の
引
渡
、
返
還
請
求
権
の
譲
渡
等
)

に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
、

5
5
p
u
g
m
m
n
z
a
q
tそ
刊
号
宅
一

m
B
-
-
B∞
'Me--28nr'ngRFT
由
民
・
。
・
・
∞
司
『
参
照
。

一
部
裏
書
の
効
力

手形債権の一部譲渡(1)

一
部
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
の
成
立
前
の
立
法
例
を
分
類
す
る
と
、
特
に
規
定
を
設
け
な
い
例
と
、
そ
の
効
力
を

否
定
す
る
明
文
の
規
定
を
設
け
る
例
に
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
法
が
前
者
の
例
で
あ
り
、
後
者
の
例
は
イ
ギ
リ
ス
法
及
、
ぴ
ア
メ
(
1
)
 

リ
カ
法
で
あ
る
。
我
が
国
の
旧
法
(
昭
和
七
年
改
正
前
商
法
第
四
編
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
並
ん
で
ド
イ
ツ
法
と
同
一
の
立
法
例
に
属
す
る
。

(
2
)
 

し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
一
部
裏
書
を
無
効
と
解
し
て
お
り
、
こ
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
解
釈
の
影
響
を
受
け
て
我
が
国
及
、
び
フ

(
3
)
 

ラ
ン
ス
で
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い
た
。

L
た
が
っ
て
、
一
部
裏
書
は
有
効
で
は
な
い
と
す
る
点
に
お
い
て
、
主
要
な
諸
国
の
立
法
例
は
一
致

北法55(2・15)449



説

し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
及
び
効
力
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
異
な
っ
て
い
た
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
一
)
一
部
裏
書
の
効
力
を
定
め
た
規
定
は
、
ド
イ
ツ
の
旧
法
(
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
)
に
は
存
在
し
一
な
い
。
学
説
で
は
有
効
説
も
比
較

(
4
)
 

的
有
力
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
一
部
裏
書
を
無
効
と
解
し
た
o
m
o
z
ま
ふ
ロ
g
N
=
-
E
∞
で
あ
る
。
同
判
決
は
、

吾ム
日間

当
時
の
学
説
の
対
立
を
反
映
し
て
、
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
際
立
っ
た
特
徴
を
な
し
て
い
る
判
決

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
判
決
の
他
に
、
m
c
E
⑤
∞
-u
一
∞
一
m
o
N
主
・
=
与
が
、
傍
論
で
あ
る
が
、
「
手
形
法
は
、
手
形
金
額
に
つ
い
て
一
部
裏

書
を
認
め
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
公
表
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
こ
の
二
件
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
一
部
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
判

断
を
示
し
た
判
決
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
判
決
が
詳
細
で
あ
る
の
で
、
そ
の
要
旨
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
事
案
の
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。《
3
》
列
。
-
∞
∞
A
H

・品
-
N

一
列
。
N
=
'
E
∞

〔
判
旨
〕
「
〔
一
部
〕
裏
書
は
手
形
取
引
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
、
ま
た
面
倒
な
混
乱
と
困
難
を
確
実
に
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
、

見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
」

「
ド
イ
ツ
一
般
手
形
法
の
規
定
全
体
か
ら
、
以
下
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
・
・
・
手
形
上
の
権
利
は
、
統
一
し
た
〔
権

利
の
〕
の
担
い
手
と
し
て
の
、
完
全
に
特
定
さ
れ
た
特
性
を
備
え
た
文
書
と
し
て
の
手
形
の
所
持

2
5
§
2日
n
g
p
)

に
結
び
つ
い

て
お
り
、
手
形
金
の
支
払
の
た
め
の
手
形
債
務
の
履
行
は
、
支
払
の
記
載
が
な
さ
れ
た
手
形
の
引
換
え
で
の
み
要
求
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
す
で
に
、
手
形
上
の
権
利
が
、
同
時
に
複
数
の
者
に
、
各
自
が
、
自
ら
の
た
め
に
独
立
し
た
完
全
な
手
形
上

の
権
利
を
有
し
、
手
形
金
額
又
は
遡
求
金
額
の
一
部
を
請
求
す
る
と
い
う
結
果
を
達
成
す
る
よ
う
に
、
帰
属
す
る
と
い
う
結
果
を
導

く
こ
と
を
意
図
す
る
、
そ
の
よ
う
な
処
置
(
。
胃

E
5ロ
)
の
手
形
法
上
の
無
効
(
巴
口
三
央
8
5
-
8
5
が
導
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

北法55(2・16)450



こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
者
の
各
自
が
、
全
て
の
手
形
上
の
権
利
の
単
一
の
担
い
手
で
あ
る
手
形

を
同
時
に
所
持
す
る
こ
と
は
実
現
が
不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
い
か
な
る
者
も
、
前
述
の
処
置
に
よ
っ
て
、
全
て
の
手
形
上
の
権

利
の
単
一
の
担
い
手
〔
で
あ
る
手
形
〕
に
領
収
の
記
載
を
な
し
、
手
形
債
務
者
に
対
す
る
交
付
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
処
分
す
る
権
利

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
・
・
・
に
お
い
て
複
本
(
巧
R
E
m
-
a呂

-5円
)
及
び
謄
本
(
穴

8
5
)
に
つ
い
て
存
在

す
る
規
範
が
、
前
述
し
た
議
論
の
切
実
性
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
で
は
な
い
。
手
形
の
複
本
及
び
謄
本
は
、

全
く
異
な
っ
た
目
的
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
o
」

「
以
上
の
理
由
の
他
、
手
形
金
額
と
手
形
の
支
払
期
日
に
つ
い
て
の
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
の
規
範
が
、
手
形
金
額
又
は
遡
求
金
額

の
一
部
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
複
数
の
者
の
既
存
の
権
利
が
併
存
す
る
こ
と
は
、
手
形
法
の
基
本
原
理
に
反
す
る
と
い
う
根
拠
と
な

る

-
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
の
意
味
で
は
、
手
形
金
額
及
び
手
形
の
支
払
期
日
は
、
「
要
素
盲
目

mBE--mロ
)
」
と
し
て
、
す
な

わ
ち
、
確
定
し
た
、
分
割
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
単
位
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
・
・
・
0

」

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
一
部
裏
書
を
無
効
と
解
し
た
理
由
は
、
要
約
す
る
と
、
以
下
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。

手形債権の一部譲渡(1)

手
形
債
権
は
手
形
の
所
持
(
同
喜
由
一
σ向田町
ED)
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
手
形
法
は
、
手
形
債
務
の
支
払
及
び
遡
求
義
務
の
履
行
に
は

手
形
と
の
引
換
え
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
定
め
て
い
る
。
一
部
裏
書
を
有
効
と
す
る
と
、
手
形
債
権
が
同
時
に
複
数
の
者
に
帰
属
し
、
こ
の

複
数
の
者
は
、
自
ら
独
立
し
た
完
全
な
手
形
上
の
権
利
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
手
形
金
額
の
一
部
の
支
払
を
請
求

し
う
る
こ
と
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
手
形
の
同
時
の
所
持
、
又
は
債
務
者
へ
の
交
付
は
実
現
可
能
で
は

な
い
か
ら
、
そ
の
権
利
の
行
使
は
不
可
能
で
あ
る
。
手
形
の
複
本
(
者
R
宮町

-EZn曲
目
)
及
び
謄
本
(
穴

8
5
)
は
、
他
の
目
的
の
た
め
に

北法55(2・17)451

① 
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。



説

手
形
金
額
(
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
第
四
条
第
二
号
)
及
び
支
払
期
日
(
一
般
ド
イ
ツ
手
形
法
第
四
条
第
四
号
)
は
、
手
形
の
「
要
素
」

と
し
て
、
「
確
定
し
た
、
分
割
不
可
能
な
単
位
」
を
な
し
て
お
り
(
手
形
金
額
・
支
払
期
日
単
一
の
原
則
)
、

② 

一
部
裏
書
は
こ
の
原
則
に
反
す

北法55(2・18)452

ゴ1

函岡

る。

一
部
裏
書
の
肯
定
は
、
手
形
取
引
に
困
難
と
混
乱

(
ω
n
F
5
2事
2
5仏
〈

2
5
n
E
E開
)
を
も
た
ら
す
。

(5) 

以
上
の
根
拠
は
、
一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
学
説
(
当
時
の
通
説
)
の
主
張
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
要

約
す
る
と
、
「
債
権
者
の
権
利
行
使
に
お
け
る
法
律
上
の
制
約
」
の
存
在
に
着
目
し
た
一
部
裏
書
否
定
論
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は

③ 
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
6
)
 

(
二
)
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
債
権
の
一
部
譲
渡
を
肯
定
し
つ
つ
、
当
時
の
手
形
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら

ず
、
一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
は
、
一
部
裏
書
の
効
力
に
関
す
る
明
文

の
規
定
を
有
し
て
い
た
。
一
八
八
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
三
二
条
第
二
号
は
、
「
裏
書
は
為
替
手
形
全
部
の
裏
書
た
る
こ
と
を
要
す
る
」

と
定
め
、
「
一
部
裏
書
(
喝

E
E
E
E『同
m
g
g同
)
、
す
な
わ
ち
、
手
形
金
額
の
一
部
の
み
を
被
裏
書
人
に
移
転
し
、
又
は
、
為
替
手
形
を
二
人

(

7

)

(

8

)

 

以
上
の
被
裏
書
人
に
各
別
に
移
転
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
裏
書
は
、
流
通
(
ロ
開
問
。

E
E
S
)
と
し
て
の
効
力
を
有
し
な
い
」
と
定
め
る
。

同
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
一
部
裏
書
は
、
為
替
手
形
上
の
訴
権
の
分
割
を
も
た
ら
す
な
1
t
s
n
R
E
s
t
H
6
E
S
同
窓
口
)
か
ら
で
あ
る

(
9
)
 

と
い
う
趣
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

流
通
と
し
て
の
効
力
と
は
、
譲
受
人
を
「
手
形
の
所
持
人
(
叶
『

Mog-色
白
『
え
白
窓
口
)
」
と
な
す
効
力
で
あ
り
(
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
三
一

条
第
一
項
)
、
手
形
の
所
持
人
は
、
以
下
の
権
利
を
有
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
同
法
第
三
八
条
)
。
す
な
わ
ち
、
①
所
持
人
は
自
己

の
名
で
手
形
に
基
づ
い
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
②
所
持
人
が
正
当
所
持
人
の
と
き
に
は
、
前
者
の
権
利
の
暇
抗
及
び
前
者
相
互
間
で
前

者
に
主
張
し
う
る
単
な
る
人
的
な
抗
弁
を
主
張
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
手
形
を
所
持
し
、
手
形
に
つ
い
て
支
払
の
責
任
を
負
担
す
る
当
事
者
を



し
て
支
払
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
③
所
持
人
の
権
利
に
暇
抗
が
あ
る
場
合
、
刷
所
持
人
が
手
形
を
正
当
所
持
人
に
流
通
さ
せ
た
と
き
は
、

こ
の
者
は
こ
の
手
形
に
つ
い
て
有
効
か
つ
完
全
な
権
利
を
取
得
し
、
川
所
持
人
が
手
形
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
所
持
人
に
正
当
な
過
程

に
お
い
て
支
払
を
し
た
者
は
、
そ
の
手
形
に
つ
い
て
有
効
に
義
務
を
免
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
に
お
い
て
は
、
一
部
裏
書
は
、
同
法
が
流

通
に
認
め
る
①
か
ら
①
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
部
裏
書
の
被
裏
書
人
は
、
手
形
の
所
持
人
で
は
な
い
か
ら
、
自

己
の
名
で
、
手
形
債
務
者
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
部
裏
書
は
流
通
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
が
、
そ
の
効
力
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
部
裏
書
は
、

ω被
裏
書
人

(
日
)

に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
受
領
す
る
「
権
限
(
宮
吾

g
qこ
を
与
え
る
と
解
す
る
説
、
川
川
被
裏
書
人
に
手
形
に
対
す
る
「
留
置
権

2
2
)
」

(
日
)

を
付
与
す
る
と
す
る
説
が
、
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
の
内
容
及
、
び
根
拠
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
説
が
認
め
る
一
部
裏
書
の
効
力
は
、
ド
イ
ツ
の
《
3
》
判
決
が
一
部
裏
書
の
効
力
と
し
て
理
解
す
る
、
「
手
形
金
額
又
は
遡
求
金
額
の

ヘ
一
代
/
臼

J

一
部
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
複
数
の
者
の
既
存
の
権
利
が
併
存
す
る
こ
と
(
関
。

2
5
2
N
)
」
を
意
味
し
・
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、

一
部
裏
書
が
一
部
譲
渡
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
と
す
る
説
(
ア
メ
リ
カ
法
の
立
場
)
に
言
及
す
る
文
献
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、

見
あ
た
ら
な
い
か
に
見
え
る
。

手形債権の一部譲渡(1)

( 

一、、d〆

一
部
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、

一
八
九
四
年

ア
メ
リ
カ
法
も
イ
ギ
リ
ス
法
と
同
様
の
立
法
を
採
用
し
て
い
た
。

の
統
一
流
通
証
券
法
第
三
二
条
は
、
「
裏
金
百
は
証
券
全
部
の
裏
書
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
被
裏
書
人
に
支
払
金
額
の
一
部
の
み
を
譲
渡
し
又

(日
)

(

H

H

)

は
数
人
の
被
裏
書
人
に
対
し
各
別
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
裏
書
は
、
証
券
の
流
通
と
し
て
の
効
力
を
有
し
な
い
」
と
定
め
る
。
そ
の
立
法
理

北法55(2・19)453

自
に
つ
い
て
は
、
学
説
で
は
、
同
条
は
「
訴
権
の
分
割
」
を
否
定
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
「
債
務
者
の
保
護
」
に
あ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て

(
日
)
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
は
、
自
己
に
対
す
る
一
個
の
訴
権

(
n
g
g
え

R
gロ
)
の
危
険
を
引
き
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か

(
日
)

ら
、
流
通
証
券
法
は
、
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
、
一
部
裏
書
を
否
定
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。



説

証
券
の
一
部
の
移
転
は
、
訴
権
を
分
割
す
る
効
力
が
な
い
が
、
債
権
譲
渡
(
釦
百
官

B
Bご
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
理
由
は
必
ず

(
げ
)

し
も
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
流
通
証
券
法
の
ル

l
ル
は
、
訴
権
の
分
割
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
券
の
金
額
の
一
部
を
譲
り
受
け
た
者

2
2宮
8
)
は
、
被
裏
書
人
が
有
す
る
以
上
に
、
そ
の
金
額
に

(
同
)

つ
い
て
分
割
さ
れ
た
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

jヒ法55(2・20)454

日命

し
か
し
、
同
法
は
、
「
証
券
に
基
づ
い
て
二
人
以
上
の
者
に
各
別
に
訴
え
を
提
起
す
る
独
立
し
た
権
利
を
創
造
す
る
こ
と
(
昏
m
n
R
邑
S

(
m
U
)
 

。
ご
ロ
色
町
宮
足
。
ロ
丹
江
田
一

Z
Z
S
Z
0
2
5
0
5唱
2
8
5
田町

5
5
-
q
g日
5
o
E
Z
5
2
2
5
2
5
」
を
否
定
し
た
に
止
ま
る
と
理
解
す
る
と
、
一
部
裏

一
定
の
効
力
を
認
め
る
と
い
う
解
釈
は
不
可
能
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
及
び
証
券
に
利
害
関
係
を
有
す
る
全
て
の
当
事

書
に
は
、

者
が
訴
訟
に
参
加
し
、
裁
判
所
が
全
て
の
権
利
義
務
を
考
慮
し
た
判
決
を
な
す
の
で
あ
れ
ば
、

(
ぬ
)

こ
と
は
な
い
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
右
に
い
う
、
す
べ
て
の
当
事
者
の
訴
訟
参
加
等
の
要
件
は
、
実
は
、
債
権
の
「
一
部
譲
渡
(
℃
虫

E
g
'

一
部
裏
書
は
前
述
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る

聞
い
明
白

B
m
E
)
」
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
要
件
で
あ
る
(
以
下
の
四
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
は
、
一
部
裏
書
は
一
部
譲
渡
と
し

(
幻
)

て
の
効
力
を
有
す
る
と
主
張
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
説
を
前
提
と
す
る
と
、
証
券
の
一
部
譲
渡
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九
五
二
年
の
統
一
商
法
典
包
心
C
M
(
同
)
に
受
け
継
が
れ
、
同
法
典
の
改
正
に
よ
っ
て
、
条
文
の
位
置

に
変
更
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
本
的
な
内
容
は
、

統
一
流
通
証
券
法
第
三
二
条
は
、

一
九
九

O
年
改
正
統
一
商
法
典
包
心

S
(仏
)
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

の
統
一
商
法
典
包
心
。
M
(
凶
)
は
、
「
裏
書
は
証
券
の
全
部
を
移
転
す
る
か
、
又
は
一
部
を
支
払
っ
た
残
部
を
移
転
す
る
と
き
に
の
み
、
流
通

と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。
裏
書
が
、
こ
れ
よ
り
少
な
い
額
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
は
一
部
譲
渡
(
勺

E
E
g
a官
5
8円
)

(
幻
)

と
し
て
の
効
果
の
み
し
か
生
ぜ
し
め
な
い
」
と
定
め
る
。
同
条
は
、
基
本
的
に
は
統
一
流
通
証
券
法
と
同
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、

(
お
)

が
「
一
部
譲
渡
」
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
、
明
文
で
認
め
て
い
る
点
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

一
九
五
二
年

一
部
裏
書



一
部
裏
書
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
法
及
び
ア
メ
リ
カ
法
(
以
下
、
「
英
米
法
」
と
い
う
)
の
内
容
は
、
以
上
の
と
お
り
、
「
債
務
者
保
護
」

の
観
点
に
立
っ
た
一
部
裏
書
否
定
論
で
あ
る
と
要
約
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
部
裏
書
の
効
力
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
流
通
と
し

て
の
効
力
否
定
及
び
債
権
の
一
部
譲
渡
で
あ
る
。
な
お
、
債
権
の
一
部
譲
渡
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
の
同
意
な
し

(μ) 

の
債
権
の
分
割
・
独
立
し
た
複
数
の
債
権
の
発
生
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
後
述
の
と
お
り
(
以
下
の
回
参
照
)
、
英
米
法
に
お
い
て
は
、

(
お
)

債
権
の
一
部
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
効
力
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
手
形
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
債
務

者
が
、
一
部
裏
書
及
、
ぴ
一
部
譲
渡
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
意
な
し
に
、
分
割
・
独
立
し
た
複
数
の
債
務
の
履
行
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
立
法
理
由
が
債
務
者
保
護
に
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
四
)
右
に
紹
介
し
た
と
お
り
、

一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
の
が
、
統
一
法
成
立
前
の
諸
外
国
の
立
法
及
び
判
例
の
傾
向
で
あ
る
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
法
は
、
こ
の
傾
向
に
従
っ
て
一
部
裏
書
を
無
効
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
根
拠
い
か
ん
に
あ
り
、
ジ
ユ

(
お
)

ネ
l
ブ
統
一
法
に
関
す
る
資
料
か
ら
は
そ
の
立
法
理
由
が
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
部
裏
書
の
効
力
否
定
の
根

拠
い
か
ん
の
問
題
は
、
理
論
的
に
は
、
債
権
の
「
一
部
譲
渡
」
を
肯
定
し
つ
つ
(
債
権
者
保
護
)
、
手
形
の
一
部
裏
書
の
場
合
に
は
、
権
利

移
転
及
び
権
利
行
使
の
面
に
お
い
て
制
約
(
手
形
は
物
理
的
に
は
一
通
し
か
存
在
し
な
い
)
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
こ
れ
を
否
定
に
解
す

る
か
(
ド
イ
ツ
法
)
、
債
権
の
「
一
部
譲
渡
」
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
(
債
務
者
保
護
)
、
こ
の
原
則
を
手
形
の
一
部
裏

書
に
つ
い
て
も
貫
く
か
(
英
米
法
)
と
い
う
対
立
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
者
の
理
解
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
権
利
移

転
及
、
ぴ
権
利
行
使
の
面
に
お
い
て
制
約
が
な
い
限
り
で
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
を
否
定
す
る
必
要
が
な
い
と
解
す
る
余
地
が
な
い
で
は
な

い
。
こ
の
説
に
従
う
と
す
る
と
、
債
権
の
一
部
譲
渡
に
は
ど
の
よ
う
な
経
済
的
意
義
が
あ
る
か
、
手
形
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
理
解
に
従
い
つ
つ
も
、
一
部
裏
書
の
効
力
否
定
の
根
拠
に
反
し
な
い
限
り
で
、
一
部
裏
書
に
一
定

の
効
力
ー
ー
ー
ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
債
権
の
一
部
譲
渡
の
効
力

llι
を
肯
定
し
う
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
効
力
の
内
容
は
何

jヒj去55(2・21)455 

手形債権の一部譲渡(1 ) 



::::6. 
民間

以
上
の
と
お
り
と
す
る
と
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
い
か
ん
は
、
こ
れ
を
「
債
権
の
一
部
譲
渡
」
に
つ
い
て
の
規
制
の
あ
り
方
い
か
ん
の

問
題
の
一
環
と
し
て
理
解
し
て
、
検
討
す
る
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
(
以
下
の
回
参
照
)

jヒ法55(2・22)456

説

か
、
立
法
趣
旨
に
反
し
な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

及
び
ド
イ
ツ
法
(
以
下
の
五
参
照
)
を
概
観
し
て
、
手
形
債
権
の
一
部
譲
渡
い
か
ん
の
問
題
を
解
決
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
に
す
る
。

注
(
l
)
当
時
の
立
法
例
に
つ
い
て
は
、

Y
向
。
吋
戸
当
相
-
z
m
n
g
m
-
R
n
z
E
-
2き
喝
)
・
∞
一
混
同
・
玄
回
関
口
EF
叶谷町一

-
S
N
E
B
E
mヨ
答
。
ロ
色
g
m
m
n
z
ζ
回
忌

(
3
M
C
)
参
照
。

(
2
)
東
京
地
判
大
正
九
年
三
月
三

O
日
法
律
評
論
九
巻
商
法
一
一
一
一
O
頁
は
、
一
部
裏
書
を
無
効
と
解
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
手
形
の
第
四
裏
書
人

が
、
満
期
日
後
に
「
本
件
手
形
金
債
権
二
百
二
十
一
円
中
ノ
一
部
金
五
十
円
ニ
付
キ
此
ヲ
控
訴
人
三
譲
渡
セ
ン
カ
タ
メ
其
旨
ノ
裏
書
ヲ
為
シ
タ
」

と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
「
手
形
ノ
裏
書
ハ
手
形
金
額
ノ
全
部
ニ
付
テ
ノ
ミ
之
ヲ
ナ
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
引
受
及
ヒ
支
払
ト
異
ナ
リ
一
部
ノ
裏

書
ヲ
ナ
ス
モ
其
効
力
ヲ
認
メ
ス
其
一
部
裏
書
カ
満
期
日
ノ
前
ニ
為
サ
レ
タ
ル
ト
満
期
日
後
ニ
為
サ
レ
タ
ル
ト
ニ
依
リ
テ
差
異
ナ
キ
カ
ユ
エ
ニ
満

期
日
後
ニ
ナ
サ
レ
タ
ル
本
件
手
形
ノ
前
記
ノ
一
部
ノ
裏
書
ハ
無
効
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
述
べ
た
判
決
で
あ
る
。

学
説
の
多
数
も
、
こ
れ
を
無
効
と
解
し
て
い
た
、
岡
野
敬
次
郎
・
日
本
手
形
法
一
一
一
一
頁
以
下
、
松
本
丞
…
治
・
手
形
法
二
五
三
頁
以
下
、
松

波
仁
一
郎
・
改
正
日
本
手
形
法
六
七
四
頁
以
下
、
青
木
徹
二
・
手
形
法
論
三
八
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
我
が
国
の
学
説
に
は
、
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
青
木
・
前
掲
室
百
三
八
三
頁
で
は
、
詳
細
に
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
で
は
、
一
部
裏
書
の
効
力
に
つ
い
て
十
分
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
苫
ロ

'nB=

g
m
S
E
E
-円
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
及
、
ぴ
ド
イ
ツ
法
を
参
照
し
て
、
否
定
説
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

z
g
e
n
gロ
2
m
g
g
z
は
、
債

権
の
一
部
譲
渡

(
E
5
8
E
S
宮
Em--oa刊
Q
E
R
n
)
を
な
し
う
る
の
と
同
様
に
、
裏
書
に
よ
っ
て
手
形
の
一
部
の
み
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
明
文
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
下
の
と
お
り
否
定
に
解
す
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
為
替
手
形
で
は
、
満
期
に
支
払
が
な
い
と
き
に
、
通
常
の
債
権
に
つ
い
て
は
存
在
し
な
い
『
方
式
』
を
充
た
す
必
要
が
あ
る
。



手形債権の一部譲渡(1)

一
部
裏
書
に
よ
っ
て
手
形
を
取
得
し
た
者
は
、
彼
に
譲
渡
さ
れ
た
部
分
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
超
え
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
過
失
の
あ
る
所
持
人
に
課
さ
れ
る
失
権
を
免

れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
?
」
と
い
う
指
摘
を
な
し
て
、
一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
た
、

ε
S
A
B
E
R
m
g
B
Z
-
F
8・nx・・

2
u
・目。申ム

-
o
#沙問…。

(
4
)
当
時
の
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
択
宮
p
f
z
U同師、ロ
H
o
-
-
F
E
S
S
B
g円:〉円
nyF〈
岳
『
項
目
n
F
E
R
n
F円
・
×
・
臼
・
コ
。
吟
及
び
。
z=FEF
由・目・0岨印・

3
ム
町
内

が
、
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

(
5
)
例
え
ば
、
当
時
の
代
表
的
な
体
系
書
・
注
釈
書
で
あ
る
、
。
『
E
E
F
P白
・
。
場
閉
】
宮
弓
・
刃
向

zzs'Y白血
5
P
5・
4宅叩
nF出向
-oEzza-∞・〉巴
2
・4
臼・同市
vh

∞
S
E
7
穴

O
B
g
m
E
R
N
Z自
宅
8
g
n
-
2品目
E加
-E-
〉
z
p
m申
〉
ロ
ヨ
・
串
・
玄
-nESE-
者四円吉田町』『
mnz-
右
足
・
屯
・
〉
ロ
ヨ
-
-
M

が
指
摘
す
る
根
拠
は
、
判
例

の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。

た
だ
し
、
。
包
口
E
E
が
、
前
述
の
判
例
の
指
摘
す
る
根
拠
の
他
に
、
一
部
裏
書
の
肯
定
に
よ
る
複
数
の
債
権
者
の
出
現
が
、
債
務
者
の
法
的
地

位
を
悪
化
さ
せ
る

(ggnE-onzmg)
と
い
う
根
拠
を
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
。
『
E
F
E
に

お
い
て
も
、
一
般
の
学
説
と
同
様
に
、
一
部
裏
書
否
定
の
主
た
る
根
拠
は
判
例
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
「
債
務
者
保
護
」
は
否
定
説
を
支
え
る
複

数
の
根
拠
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
部
裏
書
を
否
定
す
る
決
定
的
な
根

拠
は
、
実
は
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。

(6)
現
在
で
も
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
、
回
向
。
円
N
4
4
F
m
Eロ血肉凸ご}『『同事再開

S

g田
仲
間
山
田

g
g
F
E
S
S
E
S
E
-
g
n苦
芯
宮
島
3
0『
no呂
志
『
邑
〈
町
一

2
・

〈
。
]
・
ご
宮
古
刊
『
己

2
3
M
)
・
宅

-a'a品
参
昭
一
。

(
7
)
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
に
よ
れ
ば
、
裏
書
人
は
、
裏
書
た
る
旨
を
記
載
し
て
手
形
に
署
名
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
の
書
面
に
よ
る
手
形
の
譲
渡
は

裏
書
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
補
築
(
臼
口
。
ロ
m
m
)
又
は
謄
本

(
8
3
)
を
認
容
す
る
国
に
お
い
て
発
行
又
は
流
通
し
た
手
形
の
謄
本
に
な
し
た
裏
書

は
、
手
形
に
な
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
(
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
三
二
条
第
一
号
)

0

一
部
裏
書
の
効
力
を
否
定
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
当
然
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
複
数
の
被
裏
書
人
に
よ
る
独
立

し
た
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
各
別
の
被
裏
書
人
に
一
部
裏
金
百
を
な
す
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
は
見
あ
た
ら
な
い
。
イ
ギ
リ

ス
手
形
法
に
は
「
複
本

(
Z
-
g
白
出
町
内
)
」
の
制
度
(
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
七
一
条
以
下
)
が
あ
る
が
、
複
本
の
各
通
に
一
部
裏
書
を
な
し
う
る

か
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
は
見
あ
た
ら
な
い
。
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説
モチふ
困問

(8)
一
部
裏
書
と
は
、
証
券
上
の
金
額
の
一
部
を
被
裏
書
人
に
移
転
す
る
裏
書
を
い
う
。
例
え
ば
、
一

0

0
ポ
ン
ド
の
為
替
手
形
の
所
持
人
C
が、

D
及
び

E
に
各
五

0
ポ
ン
ド
を
移
転
す
る
裏
金
回
は
一
部
裏
書
に
該
当
し
、
流
通
と
し
て
無
効
で
あ
る
(
百

g
E
)
と
解
さ
れ
る
。

C
が

D
に
三

0

ポ
ン
ド
を
移
転
す
る
裏
書
も
一
部
裏
金
目
に
該
当
し
、
流
通
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
、

C
が
、
七

0
ポ
ン
ド
の
支
払
を

受
領
し
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
裏
書
は
無
効
で
は
な
い
、
内

E
E
m
g
E
E
m
s
o
g
g
回
日
目
。
向
日

n
z
g明
白

血

2
・
3
走
・
目
こ
手
一
回
三
何
回

S
E
-
-加
え

2
n
z
g
m町・
3
β
・
司
・
巴
参
照
。

(9)
内

EggstwEos-毛
-
岳
よ
聞
こ
】
与
一
旦

-
F
8・2
・w同
y
∞N
参
照
。

(

叩

)

門

U
E
E刊
円
同
白
白
色
切
言
。

EF
。
勺
・
巳
F
-
匂
・
ニ
弁

MEgg-
〉
答
。
コ
円
円
相
自
信
回
開
。
ロ
円

F
n
E君
。
町
立
=
明
。
『
白
河

n
z
g加刊ゆ
nzmSEOF目
以

8
5
5
0ミ
ロ

sa--唄
S-
勺・
-
N
C

参
照
。
た
だ
し
、
そ
の
説
明
は
簡
略
で
あ
り
、
そ
の
法
律
上
の
根
拠
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
詳
細
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

本
文
の
川
説
は
、
一
部
裏
書
は
取
立
委
任
裏
書
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
と
解
す
る
説
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
に

よ
れ
ば
、
制
限
的
裏
書
の
一
種
と
し
て
、
取
立
委
任
裏
書
は
、
被
裏
書
人
に
、
手
形
の
支
払
を
受
領
し
、
か
つ
裏
書
人
が
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
全
て
の
当
事
者
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
付
与
す
る
。
こ
の
場
合
、
被
裏
書
人
は
、
明
示
の
授
権
が
な
い
限
り
、
裏
書
を
な
す

権
利
を
有
し
な
い
(
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
三
五
条
第
二
項
)
。

ω説
に
従
う
と
、
一
部
裏
書
の
被
裏
書
人
は
、
手
形
金
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の

支
払
を
受
け
、
又
は
裏
書
人
の
前
者
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
裏
書
人
は
、
支
払
を
受
領
す
る
代
理
権
を
有

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
手
形
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
裏
書
人
に
対
抗
可
能
な
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
、
〈
リ
『
各
国
四
『
明
白
色

∞B
o
g
-
8・n
R
J
-
こ
N
O
参
照
。

(
日
)
回
一
ユ
2
4
0℃
-nF同

3
g
参
照
。
∞

uLg
の
叙
述
も
簡
略
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
の
理
解
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
以
下
の
様
に
理
解
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。

∞
三
冊
目
は
、
イ
ギ
リ
ス
手
形
法
第
二
七
条
第
三
項
を
引
用
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
同
条
は
、
「
為
替
手
形
の
所
持
人
が
、
契
約
又

は
法
律
に
よ
り
手
形
に
留
置
権

(
E
B
)

を
有
す
る
と
き
は
、
留
置
権
を
有
す
る
範
囲
の
額
で
有
償
の
所
持
人
と
み
な
さ
れ
る
」
と
定
め
る
。
す

な
わ
ち
、
譲
受
人
は
、
手
形
に
留
置
権
を
有
す
る
と
き
は
、
担
保
さ
れ
る
金
額
に
つ
い
て
「
有
償
の
所
持
人
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
裏
書
人
が

一
0

0
ポ
ン
ド
の
為
替
手
形
を
五

0
ポ
ン
ド
の
債
務
の
た
め
に
担
保
を
設
定
し
て
裏
書
し
た
と
き
、
被
裏
書
人
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
、
裏
書

人
に
対
し
て
は
五

0
ポ
ン
ド
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
持
人
H
被
裏
書
人
は
、
裏
書
人
以
前
の
債
務
者
(
為

替
手
形
の
引
受
人
・
振
出
人
等
)
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
手
形
の
全
金
額
に
つ
い
て
対
価
を
提
供
し
た
所
持
人
と
見
な
さ
れ
(
イ
ギ
リ
ス

北法55(2・24)458



手形債権の一部譲渡(1)

手
形
法
第
二
七
条
第
二
項
)
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
手
形
金
額
全
額
に
つ
い
て
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
所
持
人
H
被
裏

書
人
は
、
手
形
金
額
と
担
保
さ
れ
て
い
る
額
と
の
差
額
(
五
0
ポ
ン
ド
)
に
つ
い
て
は
、
「
受
託
者
(
円
呂
田
問
問
。
)
」
と
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
も
の

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
、
所
持
人
日
被
裏
書
人
は
、
手
形
金
額
の
全
額
(
一

0

0
ポ
ン
ド
)
の
支
払
を
裏
書
人
以
前
の
債
務
者
に

請
求
し
う
る
が
|
|
手
形
債
権
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が

1

1
、
差
額
の
五
0
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
は
支
払
を
受
領
す
る
権
限
が
あ
る
と
解

す
る
趣
旨
と
推
測
さ
れ
る
、
の
『
白
ZHMOBS己
的
ヨ

0
2・
0唱
-nFF・
3
・8
1
2
参
照
。

(
ロ
)
宍
ご
∞
宏
弁
円
安
〕
N

ニ
-
E∞
[
-
z
'
S
2
参
照
。

(
日
)
統
一
流
通
証
券
法
の
成
立
前
に
お
い
て
も
、
同
様
に
解
さ
れ
て
い
た
、
出
国
間
四
-
o
F
d
M
m
g宅
OFF--p=。
5
・
2
己

n
u
m
n
z
z
g・
聞
こ
凶
∞
参
照
。

(
M
H
)

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
複
数
の
被
裏
書
人
に
よ
る
独
立
し
た
権
利
行
使
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
各
別
の
被
裏
書
人

に
一
部
裏
書
を
な
す
方
法
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
献
は
見
あ
た
ら
な
い
、
前
注

(
7
)
参
照
。

(
日
)
回

E
S
F
回目ロ仏
FOG-わ
え
号
明
日
目
垣
C
同
窓
口
聞
き
円
回
目
。
同
g
Mロ
む
邑
・
目
ニ
凶
品

-UE自
己

fn包
S
F
〉門『
g
E明白
C
百円
F
m
E宅
。
『
口
叩
加
2
5豆町
5
2
E
B
E門
戸
〈
。
「
ロ

斗円

ya--u斗
古
参
照
。

(
日
)
切
ユ
5
p
c匂
-nu--M-z。
参
照
。

(
げ
)
切
ユ
2
3・
8
2
1民
参
照
。

(
凶
)
証
券
の
一
部
譲
渡
(
白
吉
宮
5
2同
)
が
な
さ
れ
て
も
、
証
券
の
所
持
人

B
O
E
R
)
は
、
証
券
を
流
通
さ
せ
(
ロ
a
g
a
o
)
、
支
払
を
受
領
し
て

免
責
さ
せ
る
「
排
他
的
な
権
利
」
を
有
す
る
も
の
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
、
切
ロ
ロ
o
P
8・n
X
J
ヤ
己
今
参
照
。

(ω)
回コ
2
0
P
8・nx--u・
己
叶
参
照
。

(
却
)
回
E
Z
O
P
8・nu-
司・

3
吋
参
照
。

(
紅
)
回
江
口
c
p
告

-s--こ
当
参
照
。

(
辺
)
一
九
九
O
年
統
一
商
法
典
色

1
M
S
(色
)
の
立
法
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
二
年
の
統
一
商
法
典
官

lMCM(凶
)
の
立
法
理
由
と
向
一
の
内
容

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
、

5
5
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